（個人使用用）

動物用医薬品等輸入確認願の必要書類
＊詳細については別途ご案内しているＰＤＦファイルをご確認ください。
○　農林水産省へ提出する必要書類

[image: image1.emf]必要部数 確認欄

【1】動物用医薬品等輸入確認願（別記様式第１号）　 ２部

【2】誓約書（別記様式第３号）　 １部

【3】商品説明書（別記様式第４号） １部

【4】

要指示医薬品等では獣医師から交付を受けた

処方せん又は指示書の写し

１部

【5】

税関からのお知らせ葉書の写し

（ない場合は、別途ご相談ください。）

１部

【6】

仕入書（インボイス）の写し

（仕入書がない場合は、これに代わる書類。）

１部

【7】反すう動物由来物質の不使用等を確認する書面(必須） １部

【８】返信用封筒（必要な切手を貼付し、宛先を記載したもの） １部

注）封筒は長形３号（定形サイズ）が望ましい。Ａ４サイズの書類を２～３枚入れてお送りします。なお、簡易書留にすると郵便事故が防げます。


○　書類作成前の確認事項　　
・個人の輸入者自身が、自己所有の動物（対象動物を除く※1）に使用する目的で、動物用医薬品等を輸入する場合に限りお手続いただけます。

※１：牛、馬、豚、鶏、うずら、みつばち及び食用に供するために養殖されている水産動物が指定されています。

○　作成上の注意事項
（１）動物用医薬品等と人体用の物を一度に輸入される際は、どの商品が人体用でどの商品が動物用になるのかを書面にて明確に示してください。
（２）提出する書類は全てA４サイズとします。また、感熱紙では受理いたしかねます。普通紙でご提出ください。

（３）修正する際には修正液などを用いず、二重線で修正部分を消した後、訂正した上に訂正印を押してください。
＊詳細なご案内のPDFファイルは以下のホームページからご取得ください。
動物用医薬品輸入確認願

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/kakunin.html
別記様式第1号

	動物用
	(1) 医薬品等　　　　　
	輸入確認願


　　年　　月　　日

農林水産省消費・安全局 畜水産安全管理課長殿
	輸入者住所
	

	輸入者氏名


	㊞

	担当者氏名
	

	連絡先
	

	品　　名
	数　量
	製造業者名及び国名

	
	
	

	薬事法に基づく許可を有する業者

許 可 の 種 類：                     

許  可  番  号：

許可の有効期間：　　　　年　　月　　日～　　　　年　　月　　日

	輸入目的：臨床試験用、試験研究用、商品見本用、展示用、診療用、個人使用（２）

	輸　入　年　月　日
	蔵　置　場　所

	　　年　　月　　日
	

	添付した資料（該当する物に○印を付けること。）

１誓約書　２商品説明書　３治験実施計画書　４試験研究計画書　５輸入医薬品等の使用予定表 　６念書　７仕入書（INVOICE）

８その他（                                                            ）

	備考
	

	農林水産省確認欄
	特記事項


別記様式第3号

誓　約　書

　　年　　月　　日

農林水産省消費・安全局 畜水産安全管理課長 殿

	輸入者住所
	

	輸入者氏名
	㊞


　今般、別添輸入確認願を提出した下記動物用（１）医薬品等　は、（２）個人使用　用として使用するものであり、薬事法上未承認かつ無許可の物であることから、上記輸入者の責任の下に使用し、これに係る一切の責任を負うとともに、他に販売・授与しないことを誓約します。

  なお、本品についての受払（使用）に関する記録を作成し、  　　年　　月　　日まで保存します。

	品   名
	数 量
	製造業者及び国名

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


別記様式第4号

	１ 輸入動物用医薬品等概要
	品名


	

	
	製造業者名

国名
	

	
	成分・分量

構造式/剤型/構造/

原理/材質
	

	
	効能又は効果


	

	
	用法及び用量


	

	２ 輸入する理由

	

	３ 輸入動物用医薬品等に関する情報

	


商　　品　　説　　明　　書

Sheet1

						必要部数 ヒツヨウ ブスウ		確認欄 カクニン ラン

		【1】		動物用医薬品等輸入確認願（別記様式第１号）　		２部

		【2】		誓約書（別記様式第３号）　		１部

		【3】		商品説明書（別記様式第４号）		１部

		【4】		要指示医薬品等では獣医師から交付を受けた
処方せん又は指示書の写し　		１部

		【5】		税関からのお知らせ葉書の写し　　
（ない場合は、別途ご相談ください。）		１部

		【6】		仕入書（インボイス）の写し
（仕入書がない場合は、これに代わる書類。）		１部

		【7】		反すう動物由来物質の不使用等を確認する書面(必須） ヒッス		１部

		【８】		返信用封筒（必要な切手を貼付し、宛先を記載したもの）		１部








